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～集団分析の活用状況把握のためアンケート調査を実施～ 

 

 

 

 

○ 大阪労働局（局長 田畑 一雄）は、「過重労働解消キャンペーン」（11月１

日～30日）※参考を前に、過重労働がメンタルヘルス不調の原因となる場合があ

り、そのストレスチェック不調を未然に防止する「一次予防」として、ストレ

スチェック制度の活用や職場環境の改善が重要であることから、ストレスチェ

ック実施結果の活用状況等についてアンケート調査を実施し、取りまとめまし

たので、公表します。（詳細は別添） 

○ 平成 28年 12月 26日に厚生労働大臣を本部長とする長時間労働削減推進本

部において「『過労死等ゼロ』緊急対策」が決定され、メンタルヘルス・パワ

ーハラスメント防止対策のための取組の強化等が示されました。 

○ 大阪労働局としては、労働者の健康づくりを推進するため、ストレスチェッ

ク制度の未実施事業場への指導に加え、産業保健関係助成金※１の利活用の促進、

ポータルサイト「こころの耳」※２を通じた企業の取り組み事例等の提供などを

実施しています。また、施行２年目を迎えたストレスチェック制度について、

ストレスチェック実施後の職場環境改善を中心に、企業の取り組み事例などの

情報が得られる「職場のメンタルヘルスシンポジウム」※３が開催されます。 

 

 

 

※1 ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善に取り組む際にその費用の一部を助成するも

ののほか、ストレスチェック助成金、心の健康づくり計画助成金などがあります。（別添資料１参照） 

※2 厚生労働省が提供する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト（別添資料２参照） 

https://kokoro.mhlw.go.jp/ 

※３ 「職場のメンタルヘルスシンポジウム」（別添資料３参照） 

平成29年12月14日（木） グランキューブ大阪 13:00～16:00 参加無料 

大阪労働局 
Press Release 

 

平成 29年 10月 30日 

【照会先】 

大阪労働局 労働基準部 健康課 

（電   話）０６（６９４９）６５００        

・概ね全ての労働者が受検したのは、ストレスチェックを実施した事業場の約半数 

・集団分析を行った事業場で職場の環境改善計画を策定したのは約１割にとどまる 

・約 4割の事業場がストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場を把握 



ストレスチェック制度の実施状況を取りまとめた結果では、ストレスチェックの実

施率は83.9％で、うち集団分析の実施率は80.6%であった。 

集団分析を実施した事業場の活用状況等を把握するため、労働者数 200 人から

299人の規模の内、無作為に選定した下記対象事業場に対して、アンケート調査を

実施した。 

調査結果の概要 

・概ね全ての労働者が受検したのは、ストレスチェックを実施した事業場の約半数 

・集団分析を行った事業場で、職場の環境改善計画を策定したのは、約1割にとどまる 

・約4割の事業場がストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場を把握 

※２ 集団分析とは、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状
況を把握すること。

集団分析の結果を、業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むこと

が事業者の努力義務となっている。

項 目 対象事業場数 回収 回収率 全体回収率

集 団 分 析 を実 施 し た事 業 場 150社 110社 73.3% 
60.4% 

集団分析を実施していない事業場 100社 41社 41.0% 

（参考）

１ ストレスチェック制度の実施状況

表 1 ストレスチェック制度の実施状況 

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

ストレスチェックを

実施した事業場の割合 82.9% 83.3% 90.2% 91.1% 99.0% 83.9% 

２ 集団分析※２の実施状況

表２ 集団分析の実施状況

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

集団分析を実施した

事業場の割合 78.7% 82.2% 84.7% 83.1% 86.0% 80.6% 

ストレスチェック実施結果の活用状況等について 

※厚生労働省大阪労働局労働基準部健康課調べ

※１ ストレスチェックの実施が義務付けられている事業場は、ストレスチェックの実施結果に関する報告
書を所轄の労働基準監督署に提出する義務がある。報告書の提出時期は、各事業場の事業年度の終了後

など、事業場ごとに設定して差し支えないこととしている。

※ 厚生労働省大阪労働局労働基準部健康課調べ（平成 29年 8月） 

・平成 29年 7月末現在（以下同じ）、ストレスチェック制度の実施が義務付けられた事業
場のうち、所轄の労働基準監督署に実施報告書の提出があった事業場※１は８割強。

・ストレスチェックを実施した事業場のうち、集団分析を実施した事業場は約８割。

別添



【コメント】

ストレスチェックの受検率は、91～100%が一番多く、約半数の事業場が概ねすべての対象労働
者が受検していることがわかった。

労働者に対して受検を義務づけていないものの受検率の低い事業場については、メンタルヘル

スの対策の必要性やメンタルヘルス不調を未然に防止するというストレスチェック制度の趣旨や

目的及び個人の情報を取り扱った者には法律で守秘義務が課されているなどの情報管理について

の周知が必要。

【コメント】

面接指導の結果、就業上の措置として、「時間外労働の制限」、「労働負荷の制限」、「就業

場所の変更」、「上司による就業上の支援」により対応しているものが多い。なお、措置後の効

果も現れていることから、一定の措置の必要性は認められる。

また、措置を実施しなかった理由としては、面接指導を申し出ない労働者が大半を占めている

ことから、労働者へ面接指導の重要性についての周知が必要。

【その他の措置内容】（抜粋）

・医療機関への受診時間の確保

【措置を実施しなかった理由】

・高ストレス者の中から面接指導を希望される方がいなかったため

・本人が面接の希望をしなかったため、面接をしていない。また、誰が高ストレスなのか分から

ないため、他部署に移りたいかアンケートを実施したが、異動の希望は無かった

・二度にわたり面接勧奨をしたが、申出が無かった

【措置後の効果】（抜粋）

・積極的に仕事に取り組んでいる ・本人からストレスが低減した旨の報告あり

Ⅰ.ストレスチェック実施対象者の受検率 

Ⅱ.高ストレス者の面接指導実施後の措置内容(複数回答結果集計) 

※面接指導に基づく就業上の措置の内訳 

労働時間の短縮 出 張 の 制 限 時間外労働の制限 労働負荷の制限 作 業 転 換 就業場所の変更 

8.6% 2.9% 37.1% 34.3% 14.3% 25.7% 

深夜業の回数制限 休 職 
上司による就業上 

の 支 援 の 指 示 

ハラスメント研修 

の 実 施 
そ の 他 

2.9% 14.3% 28.6% 8.6% 14.3% 

受検率 1～20(％) 21～40(％) 41～60(％) 61～90(％) 91～100(％) 

事業場数 2 11 11 55 72 

項 目 実施率 

高ストレス者のうち、面接指導に基づく就業上の措置を実施した事業場 23.3% 



【コメント】

集団分析を実施していない理由として、「集団分析の費用がかかる」、「集団分析の単位

が 9 人以下となる」が多いことが認められたほか、努力義務であることや集団分析の利用方
法が分からないなどの理由も判明した。

ストレスチェック実施の目的を周知するとともに、併せて集団分析結果の活用等の周知が

必要。

【コメント】

集団分析を実施した結果を職場の環境改善計画策定につなげている事業場は、約１割にと

どまっている。

集団分析の必要性に加え、集団分析結果の活用方法等についての周知が必要。

【その他の理由】（抜粋）

・努力義務だったので見送った ・分析する時間が無い

・どのように集団分析を利用すれば良いのか分からない

【その他の理由】（抜粋）

・箇所により高ストレス者数に偏りはあったが、詳しい分析を行っておらず、高ストレスな

職場があると断定できなかったため

・現時点では環境改善を実施すべき程度ではないと考えるため

・常時取り組んでいるため、ストレスチェックの実施をきっかけとする計画は特に策定して

いない

Ⅲ.集団分析を実施していない理由(複数回答結果集計) 

Ⅳ.集団分析をした結果、職場の環境改善計画を策定したか 

項 目 策定率 

策定した 10.1% 

策定していない 89.9% 

※職場の環境改善計画を策定していない理由(複数回答結果集計) 

実施者が集団分析を 

し て く れ な い 

集 団 分 析 を す る 

理由が分からない 

集 団 分 析 の 

費 用 が か か る 

集団分析の単位が 

9 人 以 下 と な る 
その他 

2.4% 2.4% 19.5% 22.0% 61.0% 

高ストレスな職場 

が な か っ た 

高ストレスな職場 

があったが、環境 

改 善 の 認 識 が 

な か っ た 

職場の環境改善計 

画の立案方法が 

分 か ら な い 

職場の環境改善計 

画の立案するため 

の人員や時間を 

確 保 で き な い 

業務内容から職場 

の環境改善ができ 

ない職場である 

そ の 他 

54.9% 3.0% 8.3% 9.8% 6.7% 19.5% 

【コメント】

高ストレスな職場がなかった事業場が５割以上を占めるものの、集団分析が環境改善計画

策定までには、なかなかつながっていない状況が認められた。



【コメント】

ストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場等を把握した事業場は、全体の 43.0%で
あった。

なお、ストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場等を把握した概ね全ての事業場では、

集団分析も併せて用いることで確実に高ストレスな職場の把握に努めていることが認められ

た。

【コメント】

ストレスチェックの集団分析結果以外では、「労働時間調査結果」、「産業医の職場巡視

結果」等の情報により職場環境の把握を行っていることが認められた。

ほかにも、職場環境に気遣っていたり、安全衛生委員会を活用している回答があった。

Ⅴ.ストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場等を把握した事業場

項 目 実施率 

ストレスチェック以外の方法で 

高ストレスな職場等を把握した事業場数 
43.0% 

（ストレスチェック以外の把握方法) (複数回答結果集計) 

産 業 医 の 

職 場 巡 視 結 果 

衛 生 管 理 者 の 

職 場 巡 視 結 果 

部署別労働時間 

調 査 結 果 

職種別労働時間 

調 査 結 果 

職員アンケート 

調 査 
そ の 他 

38.5% 32.3% 53.8% 23.0% 23.0% 21.5% 

【その他の把握方法】（抜粋）

・以前から、風通しのよい職場風土になるよう気遣いしている

・安全衛生委員会において、半年に一度長時間労働者を洗い出し、対象者・上司にヒアリン

グ実施と改善策を提出させている

・安全衛生委員会での意見聴取の結果



【コメント】

平成 27年 12月 1日にストレスチェック制度が施行され、2年目を迎えたところであ
り、明確に成果が出るには、もう少し時間が必要と思われる。

しかし、既に一部の事業場においては、「高ストレス職場の数値減少」、「新規採用

者の退職率が低下」、「精神障害による休職者の減少」、「ハラスメントに関する相談

の減少」など、職場の環境改善への成果の兆しがあらわれてきていることが認められた

ものの、情報の取扱方法や高ストレス者がいないため環境改善計画が策定していないな

どの問題点も見受けられた。

【総括】 

ストレスチェック制度の実施状況及びアンケート調査の結果、引き続

き、ストレスチェックの目的である「セルフチェック」と「職場の環境

改善」に関する周知が必要であることが認められた。 

事業場に対しては、適切な情報管理の基で労働者との信頼関係を高め

面接指導等を申し出やすい職場環境づくりの構築に加え、集団分析の活

用等に関しても周知が必要であり、また、労働者へは、「自身の気づき」、

「メンタルヘルス不調が未然に防止できる場合がある」、「面接指導の

重要性」について、直接労働者へ訴えかける手法を検討する必要がある。 

Ⅵ.職場の環境改善実施後の成果(複数回答結果集計) 

数値的な成果の分析は 

ま だ で き て い な い 

高 ス ト レ ス 職 場 の 

数 値 が 減 少 し た 

新規採用者の退職率が 

低 減 し た 

精神障害による休職者が 

減 少 し た 

26.7% 6.7% 6.7% 6.7% 

ハラスメントに関する 

相 談 が 減 少 し た 

業務の効率化の進展・ 

労 働 生 産 性 の 向 上 

現 在 の と こ ろ 成 果 は 

認 め ら れ な い 
そ の 他 

6.7% 6.7% 40.0% 26.7% 

【その他成果や問題点】（抜粋）

 成 果

・管理者の職場巡視の結果、管理者側と作業者側でコミュニケーションの向上につなが

っている

・残業時間の減少・雇用トラブル減少した

・ストレスチェックの実施により、休職に至る前に面談が出来た、面談の意識づけがさ

れた事、職員個人が相談する先が明確になった

・今後、職場環境を判断する重要な指標として活用

問題点

・情報の取扱いが難しい・実施の対応が消極的

・現在、業務負荷の多い所属に人員補強をしようと活動しているが、採用予定人数には

達していない。また、採用して入社したとしても半年位過ぎないと戦力向上には繋が

らず、成果を確認出来るのはその後になると懸念している

・高ストレス者と判断された職場がなかった為、環境改善計画の策定ができない



ストレスチェック助成金
(労働者数 50人未満の事業場が対象 )

〇小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と

契約し、ストレスチェック等を実施した場合

に、次の費用を助成する。

①ス トレスチェックの実施に対する助成

●従業員1人につき500円 を上限として、そ

の実費額を支給。

②ストレスチェック実施後の医師による面接指

導・意見陳述に対する助成

●医師による活動 1回 につき21,500円を上

限として、その実費額を支給 (一事業場に

つき年 3回が限度)。

J劇賑帥莫署罫:暴到易
産業匡活動助1成金

11言彎言警|'91^李導?|〒雫タダ言審lll

独立行政法人

,``■

労

７聯算105 0‐門籟
餃 彦

職場の健康づくり権応援します!

職場環境改善計画助成金
《饂憫瞳絋の211颯軋し)

○ス トレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、

【Aコ ース】専門家 (※ )の指導に基づき、職場環

境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び

機器 。設備購入費の実費を支給 (10万 円を上限、

うち機器 。設備購入費は 5万円を上限かつ単価 5万

円以内のもので将来にわたり 1回限り)。

(※ ):産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産

業カウンセラー・臨床心理士等の心理職、労働衛生コン

サルタント、社会保険労務士

【Bコ ース】メンタルヘルス対策促進員の助言・支

援 (訪問 3回まで)を受け、職場環境改善計画を作

成 。実施した場合に、機器 :設備購入費の実費を支

給 (5万円を上限かつ単価 5万円以内のもので将来

にわたり1回限り)。

心の健康づくり計
(彎働機数のell帳な

画

輔

助成金

○メンタルヘルス対策促進員の助言・支援 (訪間 3

回まで)を受け、心の健康づ<り計画 (ス トレス

チェック実施計画を含む6)を作成し、計画に基

づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給

(一律 10万円)。

※一企業につき将来にわたつて1回の支給に限ります。

|■ ‐ 
‐|| ||||||■ |||■■■ ■ |||■ ||||||‐ |||■ |||■ ||■|| ‐■■ |‐  ‐|‐ ‐||.:111‐

産業保健関係助成金のお問い合せは

働者健康

鰊躁

matsuihj
フリーテキスト
資料１



墓薫
鵬

※ pいの健康づ くり計画助成金」は、

事業場単位ではな <、 一企業につい

て、将来にわたり 1回限りの支給と

なりますのでご留意ください。

○

○

○

事前登録の要件がなくなりました。

年度中に実施 した分が翌年度 6月 30日 まで申請可能となりました。

ストレスチェック助成金の②(表面参照)の対象が「ストレスチェック実施後の医師による

面接指導」「面接指導の結果についての事業主への意見陳述」の2点となりました。

産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課

〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番 1号 事務管理棟

盟 80570‐門瞑眩瘍鰊躁
彦   鬱  骰彦

受 付 時 間

平日 9時～ 12時
13時～ 18時

(土曜、日曜、祝日休み)

ス トレスチェックについての詳細や、実施プログラム (無料)、 各種マニュアル等は、

こちらのWEBサイ トをこ覧ください。

榊  ‐m※膨 珈 輻勒 瘍 靱
:式は、ホームページからダウンロー ドしてこ利用ください。

働 く人のメンタプしヘプしス
ポータんサイ ト

「こころの写」 https://koko「 oomttllvego.JP/ こころの耳
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厚生労働省委託事業
「平成29年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム事業」

本シンポジウムは、テーマを「ストレスチェック集団

分析結果等を活かした職場環境改善」とし、施行

2年 目を迎えたストレスチェック制度について、

ストレスチェック実施後の職場環境改善を中心に、

企業の取組事例など参考になる1青報が満載です。

ストレスチェック制度について考える機会として、

ぜひご活用<ださい !

鰊平m2つ闊馘月に颯圃(本》
13:◎ ◎～16:00(受付12:00～ )

グランキ量づ 大阪
(大阪国際会議場)12F彎別会議場
(大阪府大阪市北区中之島5丁目3‐51)

・京阪電車中之島線「中之島 (大阪国際会議場)駅」(2番出□)すぐ

・」R大阪環状線 陥島駅Jから徒歩約15分

・」R東西線「新福島駅J(3番 出□)から徒歩約10分

繹木檻靱覺秒卜珀ヴ瞼鰈錮躙褥燒鰈黎閻謬鐵迪鶉玲礫晰秋麒雑

鶉

“

1昔]|ヒ暫||.

|1堂島入ロ
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「ストレスチェック制度の意義と職場環境改善の効果について」

[基調講演]

書テl‖  `散 氏 (独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

過労死等調査研究センター 統括研究員〔医師、博士 (医学)〕 )

[メンタルヘルス対策企業からの実践報告]

職場環境改善に取り組んでいる企業 3社抒定)

[パネJレディスカッション]

「職場環境改善の効果的な実施に向けて」

吉川 徹氏

事例発表企業 3社仔定)

コーディネーター :

パネリスト :

吉:ll徹氏

【プロフィニル】

1996年産業医科大学医学部卒業。

都立墨東・駒込病院、産業医科大学産業医実務研修センター

での研修等を経て、2000年 より財団法人労働科学研究所。

研究員。産業安全保健■国際保健の研究に従事。メンタル

ヘルス対策における職場環境改善に注目し、「職場環境改善

のためのヒント集 (メンタルヘルスアクシヨンチエツクリスト)

の開発」「職場のメンタル、ルスのための職場環境改善の評価

と改善のためのガイドライン開発」等の研究に参カロ。

2015年より厚生労働科学研究「ストレスチェック制度による

労働者のメンタルヘルス不調の予防と職場環境改善効果に関

する研究Jに おいて職場環境改善手法に関する研究を担当。

2017年 04月 より現職6

人事院事務総局
'3の

健康づくり指導委員会職場環境改善

ワーキンググループ」。委員兼座長、日本医師会「産業保健

委員会」「医師の働き方検討委員会」:委員等を務める。

公開ページ http:〃researchmap jp/read0063276/

●会場のご案内

グランキユ■ブ大阪 (大阪国際会議場)12F特別会議場

(大阪府大阪市北区中之島5丁目3‐51)

。京阪電車中之島線 陣 之島 (大阪国際会議場)駅」(2香出□)すぐ

・JR大阪環状線 廂 島駅」から徒歩約15分  ・JR東西線「新福島駅」(3番出□)か ら徒歩約10分

●参カロ申込について

隋会場の都合上、事前の申し込みをお願いします。

瘍申し込みはWeb又はFAXでお願いします。

鸞参力E者には、参カロ証を発行いたします。

httpSI〃WWW.pごunique.Go.jp/mental‐ sympoノ

FAX:03‐ 6264‐6445 株式会社プロセスユ}ク
平成29年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム 受付窓□ 行

※氏名等をご記入いただき、該当する□にノを入れてください。

ふ り が な
電  話

氏 名 FAX

メールアドレス

所 属

次の該当する□に′をお願いいたします。

□人事部門  □産業保健部門 (産業医。産業保健スタッフ)□ 経営者

□行政  □その他 [

ロストレスチェックサービス提供機関

]

企業・団体名

●パネルディスカッシ∃ンで取り上げて欲しい内容 (職場環境改善に関する質問や悩みなど)があれば記載してください。

1       ‐      ※申し込みいただいた個人情報は、主催者が適正に管理し、シンポジウム運営のみに使用いたします。

【o問い,り●】(委講舞):職場のメンタル令ルスシンポツウム事務局(いプロセスユニニク内)   .
|        1  電話:03‐ 6264=6433E― mall:商 9htal=ζソ甲po@p-6niquё .co「jp  .  | ‐

|



籟籟同魃

過重労働等に関する相談は1              
なくし議しよう 鷺  掛 鶴  驚

嘔重労働解消相談ダイJ   腱籟剋鼈蝙緻鸞瞼輻鶉籟陽
0月 28日 09:00～17:00

専 用 WEBサ イ ト  睡
労働解消キャンペーン 菫財爾削舅

 祠
=

()厚 生労働省・都道府県労働戸
・労働基準監督署
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過労死等防止対策推進法では、国民の間に広く過労死等を

防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心
と理解を深めるため、毎年11月 を 鮮踪儡蛉顆鼈鰤靡勒蝙隕』
と定めています。

国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその

防止に対する理解を深めて 鰐鰺隋鰺隆洟なの社会を実現 しま
しょう。

※「過労死等」とは、①業務における過重な負荷による脳 .心臓疾患を原因

とする死亡、②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする

死亡、③これらの疾患のことです。

F退労1死0問題を|■緒に考えて|みません―か7」

二捏荏写3峯賃:霧蹴fu   勇瑞郷 ,象遭
府‐県において計48自開催します。
|●ま.た 、過‐労死等防止啓発のためのパンフじットの配布や新間、インターネットなど各種媒体
を活用した周知・啓発を行います。

Mに麒蠅警隧鰤鶉跛隆貶麒了隧珀●骰

参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。

開催会場によつて開催日時やプログラムは異なりますので、詳細は専用ホームページで

ご確認ください。

繭艤爾燒輌ムベージ《砂靱瘍遇檄跛凩警曇懸了》
https:ノ ノwwwEp_unique.co.jpノ karoushiboushisympoノ

爾了爾鬱笞秦ダぞや鰺

0120-976-344(月 ～'金 9:00～ 17:30)

…

…
…
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